
第４６回安佐北区民スポーツ大会開催要項 

 

１ 趣旨 

広く区民の間にスポーツを振興し、心身の健全な発達を図り、明るく豊かな区民生活の形成と国際平

和文化都市「ひろしま」の建設に寄与する。 

 

２ 主催 

広島市、公益財団法人広島市スポーツ協会、安佐北区民スポーツ大会委員会 

 

３ 種目・会場・期日等 

種 目 等 会    場 期 日 等 

開 会 式 
大和興産 安佐北区スポーツセンター 

大体育室 

令和 7年 5月 18日（日） 

8時開始 

開 始 式 各競技会場  

閉 会 式 ・ 表 彰 各競技会場 各競技終了後 

ソ フ ト ボ ー ル 

中国電力南原研修センター 

  ・ソフトボール場 

  ・軟式野球場 

  ・多目的グラウンド 

 

 

 

令和 7年 5月 18日（日） 

 

 

 

 

 

 

 

※ 雨天の場合 

 

令和 7年 5月 25日（日） 

 

ソフトボール 

 

ソフトテニス 

 

グラウンド・ゴルフ 

 

ペタンク 

 

バレーボール（男子） 
大和興産 安佐北区スポーツセンター 

小体育室 

バレーボール（女子） 

・大和興産 安佐北区スポーツセンター 

大体育室 

・高陽体育館 

卓 球 
大和興産 安佐北区スポーツセンター 

大体育室 

ソ フ ト テ ニ ス 中国電力南原研修センターテニスコート 

バ ド ミ ン ト ン 広島市立可部中学校体育館 

ゲ ー ト ボ ー ル 志屋地区ゲートボール場 

グラウンド・ゴルフ 
旧白木高等学校グラウンド・広島市立高南

小学校グラウンド 

ソフトバレーボール 広島市立清和中学校体育館 

剣 道 広島市立落合中学校体育館 

ペ タ ン ク 広島市立倉掛小学校グラウンド 

〔※ オープン参加種目  さつきラン＆ウォーキング  5月 1日（木）～31日（土）〕 

 



４ 参加資格 

⑴  令和 7 年 4 月 1 日現在から、引き続き当該小学校区に居住している者をもって編成された小学校区

ごとのチームとする。但し、選手登録名簿が提出された後、選手登録名簿に登録された者が当該小学

校区に居住しなくなった場合は、当該者は選手登録名簿に登録された小学校区から出場できるものと

する。 

また、日浦学区については、日浦・筒瀬小学校区をもって１学区とする。 

⑵ 卓球・ソフトテニス・バドミントンについては、単一学区でチーム編成できない学区同士で編成さ

れた複数学区合同チームに限り、正規チームでの参加を認める。 

また、バレーボールについては、必要と認められる場合、合同チーム又は単一学区でのオープン参

加を認めるが、広島市スポーツ・レクリエーションフェスティバルに出場することはできない。 

⑶ 大会への参加は、１人１競技とする。 

⑷ 参加者は、健康診断等により健康であると認められた者とする。 

 

５ 競技内容 

⑴ 小学校区対抗競技とする。 

⑵ 競技種目については、ソフトボール、バレーボール（男子・女子）、卓球、ソフトテニス、バドミン

トン、ゲートボール、グラウンド・ゴルフ、ソフトバレーボール（混合・女子）、剣道（団体・個人）、

ペタンクとする。 

 

６ 競技方法 

⑴ 別に定める各競技の競技要領による。 

⑵ 監督会議の決定事項は、競技要領の一部とみなす。 

 

７ 年齢起算 

令和 8年 4月 1日現在の満年齢とする。（ただし、剣道のみ令和 7年 4月 1日現在の満年齢とする。） 

 

８ 遵守規定 

⑴ 参加資格及び競技要領に違反した時は、当該種目に限り失格とする。 

⑵ 申込期限以降の参加申込は、受け付けない。 

 

９ 表彰 

各競技種目の３位までを表彰する。 

 

10 スポーツ交歓競技大会（広島市スポーツ・レクリエーションフェスティバル）への出場資格 

ソフトボール、バレーボール（女子）、ソフトテニス、バドミントンの上位２チーム、卓球、グラウン

ド・ゴルフ、ソフトバレーボール（混合）、ペタンクの上位４チームが区代表として出場する。 

  ※ 同一種目への参加は１学区１チームとする。なお、繰り上げ方法については競技要領に定める。 

 

11 参加申込 

⑴ 各競技の参加申込は、各小学校区を統括する学区体協会長が、所定の大会参加申込書により行う。 

⑵ 申込期限は、令和 7年 3月 9日（日）必着とする。なお、参加申込を行った種目の選手登録名簿の 

提出期間は、4月 1日（火）から 4月 11日（金）とする。 

 

12 その他 

参加者の傷害については、応急処置及び大会委員会で加入するレクリエーション傷害保険の保証範囲



内で対応するが、主催者は事業開催、実施に伴う参加者の事故については、一切の責を負わない。 


